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11 かしはら市議会だより

実
態
調
査
も
含
め
検
討
し
て
い
る
。

日
本
は
欧
米
に
比
べ
中
古
住
宅
の

市
場
は
低
く
、
こ
の
市
場
を
活
発

に
し
て
い
く
こ
と
は
大
事
で
、
独

自
施
策
を
含
め
、
こ
の
市
場
を
増

や
し
て
い
く
努
力
を
し
た
い
。

自
衛
官
適
齢
者
名
簿

提

出

問

題

防
衛
省
は
、
平
成
25
年
５
月

に
大
臣
名
で
各
都
道
府
県
知
事
あ

て
に
「
自
衛
官
募
集
等
の
推
進
に

つ
い
て
」
の
文
書
を
送
付
し
て
い

る
。
知
事
に
対
し
、
都
道
府
県
内

の
市
町
村
へ
の
自
衛
官
募
集
の
協

力
要
請
を
し
て
い
る
が
、
防
衛
省

は
、
都
道
府
県
知
事
や
市
町
村
長

に
自
衛
官
適
齢
者
名
簿
の
提
出
を

求
め
る
の
は
、
自
衛
隊
法
第
97
条

と
自
衛
隊
法
施
行
令
第
１
２
０
条

に
基
づ
く
も
の
で
、
あ
く
ま
で
も

依
頼
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

自
衛
隊
へ
の
適
齢
者
名
簿
の
情
報

は
法
定
受
託
事
務
だ
が
、
法
的
に

は
努
力
義
務
規
定
で
あ
り
、
提
供

す
る
か
し
な
い
か
は
、
自
治
体
の

判
断
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
拒
む

こ
と
も
自
治
体
の
裁
量
権
の
範
疇

で
あ
る
。
本
市
の
今
日
ま
で
の
対

応
を
聞
き
た
い
。
ま
た
、
個
人
情

報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
第
16
条

に
基
づ
き
、
市
の
条
例
の
対
象
に

な
る
こ
と
に
つ
い
て
の
認
識
は
。

自
衛
官
募
集
事
務
は
、
募
集

に
関
わ
る
広
報
活
動
と
し
て
、
平

成
26
年
度
は
自
衛
隊
奈
良
地
方
協

力
本
部
か
ら
の
依
頼
に
基
づ
き
、

広
報
「
か
し
は
ら
」
７
・
８
・
11

月
号
に
自
衛
官
募
集
内
容
の
案
内

記
事
を
掲
載
し
た
。
ま
た
、
市
観

光
交
流
セ
ン
タ
ー
大
型
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ビ

ジ
ョ
ン
に
募
集
Ｃ
Ｍ
を
８
〜
12
月

の
間
放
映
し
た
。
２
月
に
は
14
名

の
入
隊
者
の
激
励
会
を
実
施
し
た
。

　

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法

律
第
16
条
に
つ
い
て
は
、
個
人
情

報
を
取
り
扱
う
民
間
事
業
者
に
対

し
、
本
人
の
同
意
を
得
な
い
で
個

人
情
報
を
取
り
扱
う
こ
と
を
禁
じ

た
も
の
で
、
国
の
機
関
や
自
治
体

に
は
適
用
さ
れ
な
い
。
同
様
の
個

人
情
報
の
利
用
制
限
を
市
で
も
規

定
し
て
い
る
。
個
人
情
報
の
外
部

提
供
は
、
原
則
禁
止
だ
が
、
例
外

規
定
が
あ
り
、
本
人
の
同
意
を
得

て
い
る
場
合
や
個
人
の
生
命
等
を

守
る
た
め
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な

い
場
合
、
ま
た
法
令
等
に
定
め
が

あ
る
場
合
に
は
行
う
こ
と
が
で
き

る
。
今
後
も
、
個
人
情
報
に
つ
い

て
は
公
正
か
つ
適
正
、
慎
重
に
取

り
扱
う
よ
う
努
め
た
い
。

２
０
０
３
年
、
防
衛
庁
は
自

衛
官
募
集
の
た
め
の
適
齢
者
名
簿

の
提
出
を
各
自
治
体
に
要
請
し
た
。

提
供
を
受
け
た
情
報
の
中
に
は
保

護
者
の
情
報
な
ど
が
あ
り
、
世
論

の
厳
し
い
批
判
を
受
け
た
。
こ
れ

に
よ
り
、
防
衛
庁
は
出
生
年
月
日
、

氏
名
、
性
別
、
住
所
の
４
つ
の
情

報
に
限
定
す
る
な
ど
と
の
通
達
を

出
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
当

時
、
住
民
基
本
台
帳
法
に
は
４
つ

の
情
報
の
閲
覧
は
可
能
と
し
て
い

た
が
、
情
報
提
供
の
規
定
は
な
い
。

こ
れ
は
厳
守
し
て
き
た
の
か
。

住
民
基
本
台
帳
法
第
11
条
２

項
お
い
て
、
市
町
村
長
は
、
住
民

基
本
台
帳
の
一
部
の
写
し
を
閲
覧

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
の
申

し
出
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
の
申
し

出
が
相
当
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に

お
い
て
は
、
そ
の
活
動
に
必
要
な

限
度
に
お
い
て
、
住
民
基
本
台
帳

の
一
部
の
写
し
を
閲
覧
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
。
本

市
で
は
、
情
報
の
提
供
で
は
な
く
、

自
衛
隊
が
必
要
と
す
る
情
報
だ
け

を
抽
出
し
た
も
の
を
、
個
室
で
閲

覧
し
て
も
ら
う
形
を
と
っ
た
。
扱

い
に
は
十
分
注
意
し
て
い
る
。

２
０
０
６
年
６
月
９
日
、
全

会
一
致
で
可
決
し
た
住
民
基
本
台

帳
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
が
２

０
０
６
年
11
月
１
日
か
ら
施
行
さ

れ
て
い
る
。
原
則
非
公
開
と
明
記

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
は
。

何
人
で
も
閲
覧
請
求
す
る
こ

と
が
で
き
る
と
い
う
制
度
が
廃
止

さ
れ
、
法
令
で
定
め
る
事
務
の
遂

行
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
場
合
に

限
定
し
、
住
民
基
本
台
帳
の
一
部

の
写
し
の
閲
覧
を
認
め
る
と
改
正

さ
れ
た
。
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は

慎
重
を
期
す
べ
き
も
の
と
し
て
認

識
し
て
い
る
。

自
衛
隊
の
石
川
県
地
方
連
絡

部
は
、
管
内
の
自
治
体
か
ら
中
学

生
の
１
〜
３
年
生
ま
で
に
関
わ
る

適
齢
者
名
簿
の
提
供
を
受
け
、
七

尾
市
で
自
衛
官
募
集
の
ダ
イ
レ
ク

ト
メ
ー
ル
を
送
っ
た
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
行
為
は
、
文
科
省
、
厚
労
省

両
省
が
通
知
し
た
、
平
成
15
年
３

月
新
規
中
学
校
、
高
校
生
の
就
職

に
係
る
推
薦
及
び
選
考
開
始
時
期

等
並
び
に
文
書
募
集
開
始
時
期
等

に
つ
い
て
の
通
知
に
違
反
す
る
。

こ
の
通
知
の
根
拠
は
。

同
通
知
に
お
け
る
新
規
高
等

学
校
卒
業
者
を
対
象
と
す
る
文
書

募
集
の
扱
い
で
は
、
応
募
に
つ
い

て
は
学
校
ま
た
は
安
定
所
を
通
じ

て
行
う
こ
と
、
ま
た
、
新
規
中
学

校
卒
業
者
を
対
象
と
す
る
文
書
募

集
は
行
わ
な
い
こ
と
と
し
て
い
る
。

ダ
イ
レ
ク
ト
メ
ー
ル
を
送
っ
た
ケ

ー
ス
は
逸
脱
し
た
行
為
で
あ
っ
た

と
防
衛
省
も
認
め
、
地
方
協
力
本

部
に
対
し
是
正
通
知
が
送
ら
れ
て

い
る
。
な
お
、
奈
良
地
方
協
力
本

部
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
こ

と
は
な
か
っ
た
と
確
認
し
て
い
る
。

両
省
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
学
校

教
育
の
充
実
、
就
職
希
望
者
の
適

正
な
就
職
選
択
の
確
保
、
求
人
秩

序
の
確
立
を
目
指
し
て
通
知
さ
れ

た
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

自
衛
官
募
集
の
事
務
処
理
要

綱
を
廃
止
し
て
い
る
県
も
あ
る
が
、

市
長
は
個
人
情
報
を
守
る
立
場
で

あ
る
上
、
施
政
方
針
演
説
で
「
市

民
と
行
政
の
協
働
に
よ
る
信
頼
さ

れ
る
ま
ち
づ
く
り
」
と
述
べ
て
い

る
。
逸
脱
す
る
よ
う
な
情
報
提
供

を
断
る
自
治
体
に
し
て
も
ら
い
た

い
が
、
市
長
の
考
え
は
。

自
衛
官
の
募
集
環
境
は
非
常

に
厳
し
い
。
災
害
等
の
こ
と
も
あ

り
、
社
会
を
守
る
た
め
自
衛
官
募

集
は
続
け
る
必
要
が
あ
る
。
我
々

住宅・土地統計調査
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総住宅数、空き家数及び空き家率の推移
（％）
14

12

10

8

6

4

2

0

（万戸）
7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

0

13.5
総住宅数
空き家数
空き家率

63
年

10
年

20
年

15
年

25
年

平
成
5年

市議会193-5.indd   11市議会193-5.indd   11 15/07/30   9:3615/07/30   9:36




